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九
〇
　
　
（
二
〇
八
）

幕
末
の
株
仲
間

　
　
　
　
京
都
嵯
峨
、
梅
津
、
桂
三
ケ
所
材
木
伸
間
に
つ
い
て

奥
　
　
田

修
　
　
三

　
天
保
改
革
に
お
け
る
株
仲
問
の
解
放
な
ら
び
に
嘉
永
の
再
興

の
意
義
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い

（
１
）

る
。
す
な
わ
ち
、
封
建
的
商
業
統
制
と
し
て
設
定
さ
れ
た
株
伸

問
は
、
新
規
無
株
の
在
郷
商
人
層
の
胎
頭
に
よ
っ
て
、
近
世
末

期
に
は
、
そ
の
実
質
的
な
機
能
を
失
っ
て
き
た
。
封
建
権
力
が

都
市
商
業
資
本
ｎ
株
仲
問
を
と
お
し
て
は
、
も
は
や
、
商
甜
経

済
を
支
配
し
え
な
い
ほ
ど
に
、
在
郷
商
人
層
が
成
長
し
て
き
た
。

株
仲
間
の
廃
止
は
、
そ
う
し
た
在
郷
商
人
層
の
都
市
商
業
資
本

に
た
い
す
る
勝
利
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
ま
た
株
仲
間

が
事
実
上
す
で
に
そ
の
機
能
を
衷
失
し
て
い
た
こ
と
に
た
い
す

る
法
的
追
認
で
あ
っ
た
。
嘉
永
の
株
仲
間
の
再
興
は
、
解
放
に

よ
っ
て
打
撃
を
う
け
た
仲
問
商
人
の
反
撃
を
し
め
す
も
の
で
あ

る
が
、
再
興
さ
れ
た
株
仲
問
は
、
も
ち
ろ
ん
強
い
排
他
性
を
も

つ
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
機
能
は
有
名
無
実
と
な
ら
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。

　
右
の
よ
う
な
見
解
に
た
い
し
て
、
さ
い
き
ん
、
幕
府
権
力
に

よ
る
農
民
的
商
品
経
済
の
把
握
と
い
う
見
地
か
ら
、
解
放
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

び
再
興
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
幕
藩

体
制
の
維
持
を
は
か
り
、
封
建
的
危
機
を
の
り
き
る
た
め
に
慕

府
は
、
発
展
し
て
き
九
農
民
酌
商
品
経
済
の
宙
接
的
掌
握
を
必

Ｆ



要
と
す
る
に
い
た
っ
た
が
、
ン
、
の
障
害
と
な
っ
て
き
て
い
る
大

都
市
の
商
業
資
本
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
株
仲
問

の
解
放
令
の
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
、
幕
府
自
身
、
直
接
生
産

を
に
ぎ
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
商
品
流
通
の
機
構
を
支
配
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
小
商
品
生
産
者
自
身

こ
の
こ
ろ
あ
る
程
度
の
ブ
ル
ジ
ヨ
ァ
的
発
展
を
し
め
し
て
は
い

た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
な
お
、
前
期
的
商
人
と
結
び
つ
か
ざ

る
を
え
な
い
段
階
に
あ
っ
た
。
そ
こ
に
嘉
永
の
株
仲
問
の
再
興

令
が
出
さ
れ
た
根
拠
が
あ
る
。
再
興
さ
れ
た
株
仲
間
は
、
都
市

の
商
業
資
本
の
み
な
ら
ず
、
　
「
仮
組
」
と
し
て
在
方
に
お
け
る

商
人
や
職
人
を
も
ふ
く
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
旧
来
の
商
業
資

本
に
よ
り
か
か
り
な
が
ら
、
商
品
流
通
機
構
を
全
般
的
に
握
ろ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
、
再
興
後
の

株
仲
問
に
は
、
冥
加
金
の
賦
課
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
幕
府
に
は
、
そ
う
し
た
商
品
流
通
機
構
を

完
全
に
掌
握
す
る
だ
け
の
権
力
が
、
す
で
に
な
く
な
っ
て
い
た

と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
幕
末
の
株
伸
間
（
奥
田
）

　
こ
の
よ
う
に
津
田
秀
夫
氏
は
株
仲
問
の
解
放
と
く
に
再
興
の

問
題
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
周
知
の
よ
う
に
、
宮
本

又
次
氏
の
天
保
の
株
仲
問
停
止
に
つ
い
て
の
見
解
は
つ
ぎ
の
よ

　
　
　
（
３
）

う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
株
仲
問
の
設
定
は
産
業
統

制
な
か
ん
ず
く
物
価
統
制
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
株

伸
間
に
よ
る
独
占
機
構
の
強
化
の
た
め
、
か
え
っ
て
諸
色
の
騰

貴
を
も
た
ら
し
た
。
そ
こ
で
株
仲
間
を
解
体
し
て
幕
府
自
身
の

手
で
自
ら
直
ち
に
物
価
統
制
に
乗
り
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
幕
府
は
株
仲
問
停
止
に
続
い
て
、
次
第
に
積
極

的
な
物
価
統
制
の
施
策
を
出
し
て
い
っ
た
。
宮
本
氏
は
上
の
よ

う
に
株
仲
問
の
解
放
は
幕
府
が
直
接
物
価
統
制
に
の
り
だ
す
た

め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
諾
色
直
撰
の
高
騰
の

原
因
は
い
く
つ
か
あ
り
、
株
仲
問
の
存
在
は
そ
の
う
ち
の
一
つ

に
す
ぎ
な
い
の
に
幕
府
当
局
者
が
そ
の
原
因
の
一
切
を
株
仲
間

に
帰
し
た
た
め
、
株
仲
問
停
止
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
経
済
界

の
混
乱
を
お
こ
し
、
結
局
再
興
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
宮
本
氏
は
天
保
の
株
解
放
の
間
題
を
幕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
（
二
〇
九
）
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府
の
物
価
政
策
よ
り
検
討
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
さ
い
き
ん
の
天
保
株
解
放
の
研
究
に
お
い
て
は
さ
き
に
の
べ

　
た
工
う
に
、
主
仁
し
て
在
郷
商
人
の
間
題
、
ま
た
農
民
的
商
品

　
生
産
と
そ
の
流
通
の
間
題
、
そ
れ
に
対
応
す
る
幕
府
の
政
策
の

　
間
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
物
価
政
策
と
い
う
点
は
ほ

　
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
は
別
の
機
会
に

　
の
べ
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
奈
良
に
お
け
る
株
仲
問
解
放
の

前
後
の
状
況
を
み
た
ば
あ
い
も
、
価
格
政
策
と
し
て
の
性
格
が

き
わ
め
て
つ
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
諸
品
値
下
政
策
を
お

　
こ
な
っ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
在
郷
商
人
や
農
民
的
商
品
生
産

の
間
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
価
格
政
策
と
商
品
生
産
の
発

展
と
を
関
連
統
一
し
て
と
り
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
か
と
思
う
。

そ
う
い
う
意
味
で
宮
本
氏
の
見
解
も
あ
ら
た
め
て
検
討
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。
同
時
に
こ
の
株
仲
問
の
解
放
と
再
興
の
性
格
を

．
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
業
種
別
あ
る
い
は
地
域
別
に
わ
た

る
個
別
的
な
研
究
が
も
っ
と
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
個
別
的
な
例
と
し
て
京
都
の
嵯
峨
・
梅
津
・
桂
三
ケ
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
（
二
一
〇
）

材
木
仲
問
の
ば
あ
い
を
紹
介
し
た
い
。
た
だ
こ
の
史
料
の
性
質

上
、
直
接
的
に
解
放
・
再
興
の
間
題
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
た
め
、
不
充
分
な
点
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
が
、
直
買
・
直
売
の

間
題
を
め
ぐ
っ
て
、
幕
末
期
に
お
け
る
こ
の
株
仲
間
の
状
況
を

史
料
紹
介
の
か
た
ち
で
み
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
こ
の

史
料
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
関
西
学
院
大
学
の
永
島
福
太
郎
氏

の
御
好
意
を
う
け
た
。
こ
こ
に
感
謝
申
上
げ
る
。

；

　
こ
の
三
ヶ
所
材
木
仲
問
と
い
う
の
は
、
丹
波
の
山
方
か
ら
保

津
川
を
筏
に
し
て
運
ば
れ
る
材
木
丸
太
を
敢
扱
り
て
い
る
材
木

間
屋
仲
間
で
あ
る
。
嵐
山
附
近
の
嵯
峨
か
ら
下
流
へ
梅
津
、
桂

と
な
ら
ん
で
浜
上
げ
場
が
あ
っ
た
。
い
つ
の
こ
ろ
こ
の
地
に
そ

う
し
た
材
木
屋
の
集
団
が
成
立
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

嵯
峨
で
は
「
慶
長
二
年
に
於
て
は
既
に
材
木
屋
十
六
軒
を
有
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

市
場
頗
る
繁
盛
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
延
宝
四
年
（
一

六
七
六
）
の
「
山
相
川
作
り
銀
入
用
之
定
」
で
は
、
丹
波
山
国



の
商
人
四
名
と
嵯
峨
三
名
、
梅
津
二
名
、
桂
三
名
の
連
名
で
川

作
り
費
用
の
分
担
を
き
め
て
い
る
。
ま
た
延
宝
九
年
（
ニ
ハ
八

一
）
の
「
一
札
之
事
」
で
は
、
筏
の
規
格
に
つ
い
て
、
「
黒
田

山
国
商
人
」
と
「
保
津
山
本
間
屋
」
と
「
嵯
峨
梅
津
桂
三
ケ
津

材
木
屋
」
と
の
あ
い
だ
に
協
定
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
よ

り
み
れ
ば
、
す
で
に
早
く
か
ら
三
ヶ
所
の
仲
問
の
組
織
が
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
丑
、
の
株
仲
問
と
し
て
の
成
立
年
月
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
の
「
仲
間
申
合
一
札
」

に
よ
れ
ば
、
嵯
峨
に
十
六
人
、
梅
津
に
六
人
、
桂
に
・
五
人
（
他

、
に
桂
に
は
抱
株
六
人
あ
り
）
と
二
十
七
人
の
株
伸
問
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
当
時
休
株
が
嵯
峨
九
、
梅
津
四
、
桂

七
と
あ
り
、
こ
の
申
合
で
は
、
仲
問
諾
入
用
銀
の
算
用
法
や
と

く
に
休
株
、
抱
株
の
取
扱
方
法
に
つ
い
て
厳
重
な
規
則
を
つ
く

っ
て
仲
問
の
結
束
を
固
め
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
享
保
十

九
年
に
は
「
此
度
材
木
商
売
御
公
儀
様
よ
り
御
吟
味
被
為
遊
侯
」

と
他
の
文
書
に
か
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
株
仲
問
内
外
の
材
木

　
　
　
　
幕
末
の
株
仲
問
（
奥
田
）

商
の
整
理
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
三
ヶ
所
で
は
当

時
休
株
が
相
当
数
あ
る
こ
と
な
ど
を
み
れ
ば
、
こ
の
享
保
十
九

年
は
三
ヶ
所
仲
問
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
盛
時
で
は
な
か
っ
た
と

お
も
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
三
ケ
所
株
仲
問
の
成
立
は
こ
の
年
を
相

当
遡
っ
た
時
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ン
、
れ
ゆ
え
「
嵯
峨

梅
津
桂
立
材
木
屋
之
儀
者
由
緒
無
之
侯
而
者
相
成
不
申
」
と
い

わ
れ
、
こ
の
年
に
は
、
十
七
年
以
前
よ
り
丹
波
材
木
商
売
を
お

こ
な
っ
て
い
た
横
大
路
村
の
材
木
屋
平
八
、
ま
た
「
近
年
親
規

材
木
商
売
仕
侯
」
と
い
う
小
屋
町
の
米
屋
源
七
が
三
ヶ
所
の
明

株
を
請
け
て
、
ン
、
れ
ぞ
れ
株
仲
問
に
加
入
し
て
い
る
。

　
三
ヶ
所
材
木
仲
問
は
、
丹
波
の
材
木
丸
太
を
一
切
取
扱
っ
て

い
た
。
　
「
惣
而
京
都
之
材
木
屋
之
義
丹
州
！
材
木
直
買
不
致
」

と
の
ち
に
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
丹
波
材
の
独
占
販
売
権
を
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

ケ
所
仲
問
は
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
山
方
よ
り

の
直
売
、
あ
る
い
は
他
材
木
商
人
の
丹
波
に
入
込
ん
で
お
こ
な

う
直
買
は
、
三
ヶ
所
仲
問
の
独
占
を
お
か
す
も
の
と
し
て
つ
ね

に
間
題
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
、
下
嵯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
（
二
一
一
）
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峨
川
端
村
の
木
屋
彦
兵
衛
の
事
件
が
あ
る
。
こ
の
彦
丘
ハ
衛
は
元

来
薪
商
売
を
本
業
と
し
て
い
た
が
、
近
年
材
木
も
取
受
け
商
い

を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
、
さ
き
の
享
保
十
九
年
に
は
規
定
し

た
が
い
、
今
後
材
木
は
取
扱
わ
な
い
と
証
文
を
出
し
た
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
こ
の
た
び
、
北
野
紙
屋
川
町
板
屋
三
郎
左
衛
門
と

馴
合
い
、
長
谷
少
納
言
用
向
材
と
偽
り
、
丹
波
国
小
塩
村
吉
之

蒸
よ
り
材
木
を
取
り
よ
せ
三
郎
左
衛
門
方
へ
送
り
、
ま
た
他
へ

売
木
し
た
。
そ
の
た
め
彦
兵
衛
と
枠
甚
兵
衛
お
よ
び
三
郎
左
衛

門
は
、
と
も
に
四
月
十
一
日
に
入
牢
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
結

局
六
月
十
二
目
に
彦
兵
衛
は
過
料
五
貫
文
、
三
郎
左
衛
門
は
買

込
ん
だ
材
木
取
上
げ
、
過
料
三
貫
文
で
出
牢
し
、
今
後
不
埼
な

こ
と
は
し
な
い
と
一
札
い
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
例
を
あ
げ

よ
う
。
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
、
伏
見
升
形
町
余
嶋
屋
伝
兵
衛

は
丹
州
に
入
込
み
材
木
直
買
し
、
　
「
御
用
」
と
い
う
絵
符
を
立

て
て
筏
に
流
し
横
大
路
村
に
浜
上
げ
し
た
。
伝
兵
衛
は
御
所
表

材
木
御
用
を
勤
め
て
い
た
が
、
下
値
に
買
う
た
め
丹
州
周
山
村

七
郎
平
の
世
話
で
奥
瀬
村
嘉
右
衛
門
ら
よ
り
材
木
買
い
請
け
、
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横
大
路
村
百
姓
清
左
衛
門
の
地
面
に
水
上
げ
し
、
そ
こ
に
出
店

を
つ
く
り
売
却
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
直
買
事
件
は
材
木

取
上
げ
、
今
後
山
方
へ
入
込
ま
な
い
と
い
う
一
札
で
落
着
し
た
。

　
こ
の
両
件
は
い
ず
れ
も
三
ヶ
所
仲
問
よ
り
出
訴
し
て
、
右
の

ご
と
く
奉
行
所
の
裁
断
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も

な
く
、
幕
府
は
三
ヶ
所
株
仲
問
の
権
利
を
完
全
に
擁
護
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
、
丹
波
材
木
の
三
ケ
所
仲
問
に
よ
る
独
占
売
買

は
、
延
宝
四
年
（
ニ
ハ
七
六
）
に
山
方
、
三
ヶ
所
両
者
の
協
定
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

よ
り
明
確
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
享
保
ご
ろ
よ
り
両
者
の
関

係
が
も
つ
れ
て
き
た
。
さ
き
に
あ
げ
た
「
仲
問
申
合
一
札
」
も

そ
う
し
た
時
期
に
改
め
て
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ

く
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
九
月
の
奉
仕
所
の
「
申
渡
」
に
よ

れ
ば
、
丹
州
山
方
村
六
は
、
三
ヶ
所
の
う
ち
へ
主
と
し
て
悪
木

売
払
の
た
め
の
出
店
を
出
し
た
い
と
計
画
し
た
が
、
三
ケ
所
伸

問
の
反
対
に
よ
り
奉
行
所
は
、
三
ケ
所
仲
問
は
「
悪
木
茂
請
込

相
応
二
払
遺
シ
尤
前
金
借
シ
可
申
旨
申
立
侯
。
其
上
前
！
外
へ

直
売
仕
間
敷
旨
丹
州
者
と
も
三
ケ
村
之
者
為
取
替
古
証
文
茂
有



之
侯
。
労
人
以
出
見
世
願
之
儀
難
取
上
侯
。
是
迄
之
通
双
方
申

合
商
可
致
事
」
と
し
て
、
三
ケ
所
材
木
屋
仲
問
の
主
張
を
採
択
・

し
、
山
方
の
出
店
開
設
を
ゆ
る
さ
ず
、
そ
の
独
占
を
保
護
し
て

い
る
。
し
か
し
直
売
を
め
ぐ
る
両
者
の
抗
争
は
な
お
つ
づ
き
、

結
局
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
六
）
三
月
に
和
談
が
成
立
し
た
。
そ

の
と
き
の
取
済
状
の
内
容
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
一
、
山
方
冷
年
中
差
下
し
侯
材
木
丸
太
五
歩
通
嵯
峨
梅
津
桂
江
売
五

　
　
歩
通
り
何
方
与
茂
山
方
勝
手
次
第
二
直
売
尤
是
迄
古
証
文
茂
有
之

　
　
直
売
不
相
成
候
処
挨
拶
を
以
三
ケ
所
得
心
二
而
直
売
に
相
成
侯
事

　
　
一
、
材
木
屋
休
株
一
軒
借
り
請
何
屋
誰
与
申
者
ヲ
指
置
井
薪
屋
之
外

　
　
二
誰
二
而
茂
一
軒
都
合
二
軒
直
売
材
木
丸
太
預
ケ
所
相
定
三
ケ
所

　
　
之
内
勝
手
宜
敷
場
所
二
相
定
休
株
為
借
リ
代
一
ケ
年
二
銀
一
枚
宛

　
　
毎
年
山
方
右
株
主
江
相
渡
し
可
申
候
尤
右
二
軒
直
売
材
木
預
ケ
所

　
　
二
相
立
侯
二
付
材
木
屋
仲
ケ
問
年
中
諸
入
用
一
切
掛
リ
申
問
敷
侯

　
　
事

　
　
一
、
三
ケ
所
之
内
直
売
場
所
取
立
置
候
二
付
井
関
川
堀
水
と
お
し
又

　
　
者
洪
水
之
節
筏
込
二
付
番
賃
等
申
合
相
勤
右
体
之
入
用
ハ
其
年
之

　
　
　
　
幕
末
の
株
伸
問
（
奥
田
）

　
　
直
売
筏
鼻
二
茂
致
割
賦
出
シ
可
申
候
事

　
一
、
三
ケ
所
江
買
請
候
材
木
代
銀
古
来
み
欠
銀
有
之
由
双
方
み
承
候

　
　
此
度
三
人
挨
拶
二
而
買
銀
高
一
貫
目
二
付
銀
十
五
匁
宛
致
歩
引
双

　
　
方
得
心
二
而
可
致
勘
定
事

　
一
、
材
木
立
場
之
儀
者
其
所
六
二
而
地
主
と
相
対
ヲ
以
山
方
右
地
代

　
　
相
渡
可
申
侯
若
又
嵯
峨
二
而
不
勝
手
二
侯
ハ
バ
三
ケ
所
之
内
勝
手

　
　
宜
敷
場
所
二
相
立
可
申
侯
事

　
一
、
薪
筏
之
儀
者
是
迄
之
通
木
屋
方
江
勝
手
次
第
致
売
買
可
申
侯
丼

　
　
桐
竹
筏
可
為
同
前
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
一
、
水
揚
人
足
馬
車
駄
賃
等
材
木
屋
中
並
二
雇
井
三
ケ
所
之
内
馬
車

　
　
差
支
候
節
ハ
何
方
み
成
共
勝
手
次
第
雇
可
申
侯
尤
車
力
駄
賃
高
銭

　
　
相
場
等
者
材
木
屋
伸
ケ
問
二
准
シ
可
申
事

　
一
、
山
問
川
筋
大
破
之
節
者
山
方
井
三
ケ
所
材
木
屋
中
相
談
之
上
川

　
　
作
リ
可
致
候
但
シ
入
用
銀
ハ
延
宝
四
年
延
宝
五
年
古
証
文
割
合
通

　
　
山
方
盾
七
歩
出
シ
三
歩
材
木
屋
中
序
出
シ
可
申
候
渡
月
橋
筏
除
抗

　
　
入
用
銀
是
又
右
二
准
シ
可
申
事

す
な
わ
ち
、
Ｈ
、
山
方
よ
り
の
材
木
丸
太
の
半
分
は
三
ヶ
所
へ

売
り
、
半
分
は
山
方
勝
手
次
第
に
直
売
す
る
。
白
、
山
方
は
休

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
（
二
二
二
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株
を
借
り
う
け
二
軒
の
直
売
所
を
つ
く
る
。
休
株
借
代
と
し
て

一
ヶ
年
に
銀
一
枚
宛
山
方
、
よ
り
株
主
に
わ
た
す
。
嘗
、
右
の
直

売
場
所
を
つ
く
る
た
め
井
関
・
川
堀
・
川
と
お
し
、
洪
水
の
時

の
番
賃
な
ど
の
諸
費
用
は
割
賦
出
金
す
る
。
働
、
三
ヶ
所
が
買

請
す
る
材
木
代
は
古
来
よ
り
の
欠
銀
の
慣
習
を
み
と
め
、
買
銀

高
一
貫
目
に
つ
き
銀
十
五
匁
宛
歩
引
す
る
。
固
、
材
木
立
場
の

地
代
は
山
方
よ
り
地
主
へ
渡
す
。
内
、
薪
筏
、
桐
竹
筏
は
旧
来

通
り
木
屋
方
へ
自
由
に
売
買
す
る
。
伺
、
水
揚
人
足
馬
車
駄
賃

は
材
木
仲
問
並
に
雇
い
か
つ
仲
問
と
同
様
の
賃
高
を
支
払
う
。

の
、
川
筋
作
り
入
用
銀
な
ど
は
延
宝
四
、
五
年
の
協
定
ど
お
り

山
方
七
歩
、
仲
間
三
歩
宛
出
金
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
示
談
の
内
容
を
み
る
と
、
三
ヶ
所
仲
問
は
そ
の
独
占
か

ら
相
当
の
後
退
を
し
め
し
て
い
る
。
山
方
の
直
販
所
は
三
ケ
所

の
休
株
を
借
り
う
け
て
設
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
諾
入

用
の
割
賦
出
金
そ
の
他
か
ら
形
式
的
に
は
、
三
ヶ
所
仲
間
の
統

制
下
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
丹
波
五
十
二
ヶ
村
の
材
木
の
二

分
の
一
を
三
十
軒
近
く
の
三
ケ
所
間
屋
で
取
扱
う
の
に
た
い
し
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て
、
直
販
所
二
ヶ
所
で
同
じ
二
分
の
一
の
量
を
販
売
す
る
わ
け
．

で
、
三
ヶ
所
仲
問
の
独
占
権
は
い
わ
ば
実
質
的
に
は
破
ら
れ
た

も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
山
方
よ
り
の
材
木
丸
太
五
分
通

り
と
い
っ
て
も
、
山
方
で
の
絶
対
量
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
ど

れ
だ
け
が
半
分
に
な
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。
そ
れ
で
こ
の
協

定
が
成
立
す
る
ま
で
の
交
渉
の
な
か
で
は
、
三
ケ
所
側
よ
り
分

量
で
示
せ
と
せ
ま
っ
た
が
、
山
方
は
「
五
十
二
村
数
千
石
の
山

谷
二
切
置
侯
材
木
分
量
相
立
か
た
く
侯
」
と
拒
否
し
た
。
山
方

が
こ
の
よ
う
に
三
ケ
所
仲
問
に
た
い
し
て
強
硬
な
態
度
を
と
り
、

ま
た
そ
の
独
占
を
や
ぶ
り
え
た
の
は
、
直
接
史
料
を
も
っ
て
示

し
え
な
い
が
、
在
地
に
お
け
る
商
人
勢
力
（
在
郷
材
木
商
人
）

の
成
長
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
内
容
を
し
め
し
た

和
済
書
に
は
、
丹
波
五
十
ニ
ケ
村
の
惣
代
と
し
て
、
山
国
下
村

以
下
十
ニ
ケ
村
の
村
民
の
名
前
が
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

人
た
ち
は
そ
の
村
六
の
庄
屋
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
材
木
商
人

で
あ
る
の
か
こ
れ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
在
地

の
成
長
が
都
市
の
間
屋
資
本
の
独
占
を
排
除
し
て
き
て
い
る
こ



と
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
嵯
峨
・
梅
津
・
桂

三
ケ
所
材
木
伸
問
と
し
て
は
仲
問
内
外
の
直
売
買
に
た
い
し
て
，

は
、
た
え
ず
厳
重
な
監
視
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
、
字
津
中
地
村
の
忠
右
衛
門
が
桂

の
丹
波
直
売
所
に
水
上
げ
の
う
え
郡
村
伝
兵
衛
へ
筏
二
乗
を
送

る
の
を
、
桂
で
浜
上
げ
せ
ず
に
直
接
伝
丘
ハ
衛
の
人
足
で
水
上
げ

し
た
が
、
そ
れ
は
直
売
だ
と
三
ヶ
所
材
木
仲
間
に
摘
発
さ
れ
た
。

そ
し
て
右
の
筏
を
一
旦
仲
問
に
引
き
と
り
、
詑
一
札
を
仲
問
に

入
れ
さ
せ
て
内
済
落
着
し
た
。
こ
れ
は
丹
波
直
販
所
扱
い
で
あ

る
と
い
え
、
三
ケ
所
材
木
仲
問
の
統
制
権
が
こ
の
直
売
所
に
も

及
ん
で
い
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
　
文
政
十
三
年
（
一
八
三

〇
）
二
月
、
桂
の
材
木
間
屋
五
郎
兵
衛
店
で
主
人
五
郎
兵
衛
の

遠
出
留
守
中
、
手
代
佐
右
衛
門
が
伏
見
の
近
江
屋
権
兵
衛
の

「
瑛
筋
直
買
」
の
手
引
を
し
た
の
が
、
同
じ
く
「
仲
ヶ
問
御
定

法
」
に
相
背
く
も
の
と
し
て
、
以
後
の
奥
筋
買
合
せ
差
留
の
処

分
に
さ
れ
た
。
詑
一
札
で
は
、
主
人
留
守
中
な
の
で
帰
宅
の
う

え
は
如
何
様
の
取
計
い
を
う
け
て
も
申
分
は
な
い
が
、
そ
九
ま
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末
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で
は
「
当
春
川
之
奥
筋
買
合
」
は
許
し
て
ほ
し
い
と
い
っ
て
い

る
。
こ
の
営
業
停
止
処
分
は
実
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
。
近
江
屋
権
兵
衛
も
心
得
違
の
詑
を
い
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
、
天
保
八
年
１
（
一
八
三
七
）
伏
見
の
近
江
屋
伊
丘
ハ
衛
も
、

こ
の
春
丹
州
筋
へ
入
込
み
材
木
買
受
け
た
こ
と
が
直
買
と
し
て

摘
発
さ
れ
、
三
ケ
所
仲
問
に
詑
証
文
を
い
れ
て
い
る
。

　
こ
の
三
つ
の
例
は
い
ず
れ
も
、
天
保
の
株
仲
問
解
放
に
近
い

こ
ろ
の
事
実
で
あ
る
。
株
仲
問
内
の
統
制
を
か
た
め
、
山
方
よ

り
の
直
売
、
他
材
木
商
人
の
山
方
よ
り
の
直
買
を
厳
重
に
排
除

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
、
こ
れ
ら
か
ら
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
事
例
が
あ
る
こ
と
は
、
反
対
の
立
場
か
ら

み
れ
ば
仲
間
外
の
取
引
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
た
ま
た
ま

こ
れ
ら
が
表
面
に
出
た
か
ら
、
こ
う
し
た
詑
一
札
が
残
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
、
こ
れ
ら

の
例
か
ら
、
株
仲
問
の
統
制
が
実
質
的
に
は
ゆ
る
ん
で
い
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
の
時
期
に
、
な
圭
ニ
ケ
所
仲
問
の
、
株
仲
問
と

し
て
の
権
威
が
生
意
て
い
る
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
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と
も
さ
き
に
あ
げ
た
元
文
二
年
お
よ
び
宝
暦
十
年
の
両
直
買
事

件
に
た
い
し
て
は
、
奉
行
所
が
処
罰
を
加
え
て
い
る
の
に
、
こ

の
三
つ
の
場
合
は
、
三
ヶ
所
伸
問
へ
の
詑
一
札
で
内
済
し
て
い

る
こ
と
は
、
株
仲
間
の
支
配
力
が
一
面
か
ら
い
え
ば
、
や
は
り

弱
ま
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

三

　
さ
て
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
周
知
の
よ
う
に
天
保
十
三

年
（
一
八
四
二
）
の
株
仲
問
停
止
令
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
ま
も

な
く
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
そ
の
再
興
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

こ
の
解
放
と
再
興
の
全
般
的
な
意
義
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
の

べ
た
ご
と
く
今
目
い
ろ
い
ろ
と
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
嵯
峨
．
梅

津
・
桂
三
ヶ
所
材
木
仲
問
も
、
株
仲
問
の
停
止
が
実
施
さ
れ
た

が
、
停
止
の
状
況
な
ら
び
に
、
解
放
中
の
状
態
を
し
め
す
史
料

は
な
い
の
で
そ
れ
は
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
再
興
後
の
有
様
は
ど

う
で
あ
っ
た
か
、
以
下
ま
え
と
同
じ
く
直
売
買
間
題
を
め
ぐ
っ

て
み
て
ゆ
き
た
い
と
お
も
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
（
二
一
六
）

　
丹
波
か
ら
の
保
津
川
の
流
筏
の
数
に
つ
い
て
は
、
延
宝
四
年

前
後
六
四
〇
～
六
五
〇
乗
、
天
保
前
後
一
〇
〇
〇
乗
、
明
治
初

年
一
五
〇
〇
乗
、
明
治
二
十
四
、
五
年
二
〇
〇
〇
乗
、
大
正
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

年
三
〇
〇
〇
乗
と
い
わ
れ
、
株
伸
問
再
興
後
の
幕
末
、
ま
た
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

治
に
い
た
っ
て
も
次
第
に
ふ
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
す
で
に
知

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
嘉
永
再
興
後
の
株
伸
問
の
特
質
は
、
仮

組
・
新
組
を
つ
く
っ
た
こ
と
、
冥
加
金
を
免
除
し
た
こ
と
お
よ

び
伸
問
人
員
に
制
限
を
も
う
け
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
三
ヶ
所
材
木
仲
問
の
ば
あ
い
は
ど
の
よ
う
で

あ
っ
た
ろ
う
か
。
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
閨
七
月
の
郡
村
の
幸

郎
、
七
郎
兵
治
衛
、
庄
右
衛
門
の
三
名
が
、
三
ヶ
所
材
木
仲
間

年
寄
並
に
惣
代
中
に
あ
て
た
詑
証
文
の
内
容
は

　
　
去
ル
寅
年
諸
株
御
取
解
二
相
成
侯
二
付
私
共
義
新
規
二
材
木
商
売

　
　
相
始
渡
世
罷
在
候
処
今
般
諸
間
屋
仲
ケ
間
御
再
興
二
付
其
御
仲
間

　
○

　
　
之
義
老
往
古
よ
り
嵯
峨
梅
津
桂
三
ケ
所
二
而
三
拾
六
軒
二
限
有
之

　
　
其
余
近
在
二
而
新
規
材
木
商
売
相
始
渡
世
罷
在
候
者
追
左
右
三
ケ

　
　
所
江
引
越
渡
世
可
仕
旨
被
仰
渡
依
之
追
カ
引
越
渡
世
可
仕
旨
之
一



札
並
二
名
前
帳
面
伸
ケ
問
取
締
之
一
札
共
承
如
之
上
調
印
仕
既
二

名
前
帳
面
及
御
差
上
一
段
二
而
不
図
心
得
違
之
儀
ヲ
申
出
候
処
色

々
御
実
意
二
御
申
論
被
成
下
侯
を
も
不
顧
此
儘
居
村
二
而
渡
世
致

度
連
茂
桂
江
引
越
候
所
存
毛
頭
無
之
間
是
非
印
形
戻
シ
呉
候
杯
与

却
而
理
不
尽
成
義
ヲ
中
張
侯
二
付
請
取
書
引
替
二
三
通
名
前
印
形

不
残
切
抜
御
戻
シ
被
下
然
ル
上
老
私
共
名
前
帳
外
之
者
二
候
得
者

早
速
商
売
相
止
メ
可
申
筈
之
処
無
其
儀
何
等
之
御
沙
汰
茂
不
仕
却

而
御
伸
ケ
問
を
相
手
取
紛
敷
不
当
之
義
を
及
出
願
侯
処
御
召
合
セ

之
上
段
々
御
約
二
相
成
私
共
厳
敷
蒙
御
叱
第
一
難
有
被
仰
渡
を
相

背
候
而
己
不
成
僑
事
を
以
強
情
申
募
侯
段
重
左
不
当
之
旨
被
仰
渡

誠
二
以
奉
恐
入
後
悔
仕
罷
在
候
此
上
如
何
様
二
被
仰
立
商
売
御
差

留
二
相
成
候
連
；
胃
之
申
分
無
御
座
早
速
商
売
相
止
メ
可
申
筈
之

処
左
候
而
者
是
迄
仕
馴
候
渡
世
今
以
相
止
メ
侯
而
老
甚
難
渋
之
義

も
有
之
労
段
々
御
詫
申
入
候
処
是
迄
度
々
之
儀
二
候
得
老
容
易
ニ

ハ
御
承
知
難
被
成
義
を
格
別
之
思
召
を
以
て
加
入
之
義
御
承
如
被

成
下
千
禽
難
有
仕
合
奉
存
候
然
ル
上
者
別
紙
御
伸
間
取
締
一
札
ハ

勿
論
追
々
引
越
之
一
札
等
急
度
亡
脚
仕
問
敷
候
其
外
諸
入
用
ハ
不

及
申
先
前
御
中
問
定
法
之
趣
不
寄
何
事
急
度
違
背
仕
問
敷
尤
此
度

　
幕
末
の
株
仲
間
（
奥
田
）

之
義
ハ
格
別
之
御
実
意
を
以
御
承
知
被
成
下
候
事
二
候
得
者
以
来

新
加
入
之
者
与
馴
合
故
障
等
相
企
対
御
仲
ケ
問
江
相
拒
侯
義
ハ
更

而
仕
問
敷
候
万
二
則
書
之
趣
違
仕
候
ハ
ハ
商
売
御
差
留
二
相
成
候

歎
又
ハ
如
何
体
被
仰
立
御
取
斗
二
相
成
侯
共
二
膏
之
申
分
無
御
座

候
例
而
為
後
目
証
誤
一
札
如
件

の
ご
と
く
で
あ
る
。
株
仲
問
再
興
後
、
　
「
近
在
二
而
新
規
材
木

商
相
姶
渡
世
罷
在
侯
者
追
六
右
三
ヶ
所
江
引
越
渡
世
」
す
る
よ

う
に
１
と
い
う
条
件
を
承
認
し
て
株
伸
問
加
入
を
み
と
め
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
彼
ら
三
名
は
居
村
の
ま
ま
で
渡
世
し
た
い
、
と
て
も

桂
へ
引
越
せ
な
い
と
し
た
の
で
、
三
ヶ
所
仲
間
は
加
入
承
認
を

取
消
し
三
名
を
「
帳
外
」
に
し
た
。
三
名
は
そ
こ
で
三
ヶ
所
仲

問
を
相
手
取
っ
て
奉
行
所
（
京
都
東
町
奉
行
所
）
に
出
訴
し
た

が
、
裁
決
の
結
果
は
き
つ
く
右
の
所
行
を
と
が
め
ら
れ
、
結
局

材
木
渡
世
を
や
め
る
べ
き
と
こ
ろ
を
格
別
の
思
召
を
も
っ
て
仲

間
加
入
を
承
認
さ
れ
た
の
で
、
早
急
に
桂
へ
引
越
し
、
以
後
仲

ケ
問
定
法
を
固
く
守
る
こ
と
を
ち
か
っ
て
い
る
。
再
興
後
は
旧

株
外
の
新
規
開
業
者
も
自
由
に
加
入
で
き
た
と
し
て
も
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
（
二
一
七
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
簾
二
号
）

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
同
業
者
の
集
団
地
へ
移
住
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
を
拒
ん
だ
ば
あ
い
帳
外
に
さ
れ
商
売
を

や
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
よ
う
な

事
も
生
じ
た
の
で
、
’
三
ヶ
所
仲
問
は
東
御
役
所
に
御
触
状
布
達

を
願
出
し
た
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
同
じ
嘉
永
七
年
九
月
、
奉

行
所
よ
り
洛
中
洛
外
に
左
の
よ
う
な
触
書
が
出
さ
れ
た
。

嵯
峨
梅
津
桂
材
木
伸
ケ
問
之
儀
公
役
茂
相
勤
右
三
ケ
所
二
而
軒
数

之
限
リ
茂
有
之
近
在
二
而
新
規
材
木
渡
世
侯
者
者
追
六
右
三
ケ
所

二
而
渡
世
可
致
旨
申
渡
材
木
出
方
之
儀
者
丹
波
国
よ
り
筏
二
い
た

し
差
出
シ
其
外
諸
方
よ
り
買
取
売
捌
渡
世
致
来
候
儀
二
而
先
般
如

前
次
仲
ケ
間
再
興
申
付
直
売
買
不
成
段
触
置
侯
上
老
仲
ケ
間
外
二

而
直
売
買
致
間
敷
処
山
方
よ
り
素
人
並
外
商
売
人
共
江
直
売
い
た

し
侯
付
多
人
数
山
方
江
立
入
直
買
い
た
し
家
作
二
相
用
残
木
売
捌

侯
も
の
茂
彩
敷
有
之
三
ケ
所
買
入
材
木
相
減
元
直
高
直
二
相
成
候

趣
相
聞
如
何
之
事
二
侯
向
後
右
三
ケ
所
外
素
人
外
商
売
人
共
右
体

直
売
買
堅
致
間
敷
候
如
斯
相
触
侯
上
二
茂
不
相
守
も
の
有
之
侯
ハ

ハ
急
痩
可
申
付
条
心
得
違
無
之
様
可
致
候
尤
右
仲
ケ
個
之
者
共
茂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
（
二
一
八
）

　
　
直
段
高
直
二
無
之
様
正
路
二
可
致
渡
世
旨
申
渡
置
侯
問
不
正
之
儀

　
　
も
有
之
候
ハ
ハ
可
申
出
侯

第
一
点
は
嵯
峨
・
梅
津
・
桂
以
外
近
在
の
新
規
加
入
者
は
三
ヶ

所
に
店
を
移
し
て
渡
世
す
べ
き
こ
と
、
第
二
点
は
株
仲
問
外
の

直
売
買
の
厳
重
禁
止
、
第
三
点
は
右
直
売
買
の
禁
止
は
専
ら
材

木
値
段
高
値
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
か
ら
、
仲
ヶ
問
の
も
の
は
値

段
下
値
に
な
る
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
触
状

を
み
る
と
右
の
工
う
に
軒
数
、
店
場
所
の
制
限
は
な
お
き
び
し

く
お
こ
な
わ
れ
、
公
役
（
冥
加
金
）
を
も
つ
と
め
て
お
り
、
そ

し
て
特
に
株
仲
間
外
の
直
売
買
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

解
放
前
の
株
仲
間
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
性
格
を
も
っ
た
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
嘉
永
再
興
後
の
株
仲
問
か
ら
冥
加
金

が
再
徴
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
十
二

月
の
幕
府
の
布
達
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
三
ヶ

所
材
木
仲
問
に
つ
い
て
い
え
ば
、
右
の
よ
う
に
少
く
と
も
嘉
永

七
年
に
は
す
で
に
公
役
を
つ
と
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
株

伸
澗
の
復
活
は
強
個
１
で
あ
っ
丈
こ
と
が
如
ら
丸
る
。
右
の
よ
う



で
あ
る
の
で
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
十
一
月
、
淀
納
所
の
大

坂
屋
宗
助
が
丹
州
山
方
に
立
入
っ
て
直
買
し
た
の
に
た
い
し
て
、

三
ケ
所
仲
問
は
き
び
し
い
詑
一
札
を
と
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
再
興
後
、
三
ヶ
所
仲
問
と
山
方
と
の
関
係
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
た
か
。
右
に
あ
げ
た
触
書
で
も
山
方
よ
り
の
直
売

を
禁
止
し
て
い
る
が
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
九
月
、
丹
州
山

方
桑
田
郡
五
十
ニ
ケ
村
よ
り
、
三
ケ
所
伸
間
を
相
手
取
っ
て
直

売
買
の
こ
と
で
訴
訟
に
及
ん
だ
が
、
十
二
月
両
者
の
あ
い
だ
で

つ
ぎ
の
六
ヶ
条
を
内
容
と
す
る
和
談
が
成
立
し
た
。

一
、
山
方
五
十
ニ
ケ
村
材
木
預
ケ
所
之
義
嵯
峨
桂
両
所
二
而
一
軒
ツ

　
・
立
置
右
預
ケ
所
人
体
之
義
者
此
度
山
方
み
嵯
峨
之
方
江
老
又
兵

衛
桂
之
方
江
彦
六
事
惣
兵
衛
与
改
名
致
右
両
人
之
老
を
両
所
江
為

引
越
其
所
之
住
人
二
相
成
三
ケ
所
材
木
屋
仲
ケ
間
江
加
入
可
仕
上

者
仲
ケ
問
作
法
通
急
度
相
守
可
申
事

一
、
三
ケ
所
伸
ケ
間
年
中
請
入
用
之
義
者
前
書
二
軒
之
者
請
共
立
会

之
上
明
細
二
書
記
シ
正
路
二
割
賦
い
た
し
伸
ケ
間
同
様
二
出
銀
之

事

　
　
幕
末
の
株
仲
問
（
奥
田
）

一
、
山
方
冷
年
中
三
ケ
所
江
川
下
ケ
之
材
木
其
時
々
世
間
並
之
相
揚

　
を
以
悪
木
た
り
共
三
ケ
所
材
木
屋
江
如
何
程
二
而
茂
売
買
仕
其
上

　
自
然
余
り
木
出
来
候
節
者
右
残
り
之
材
木
前
書
預
ケ
所
二
軒
之
老

　
合
仲
ケ
問
同
様
二
諸
方
江
売
捌
可
申
侯
尤
右
二
軒
之
名
前
を
以
山

方
之
者
冷
諸
方
江
直
売
並
掛
引
等
都
而
紛
敷
義
者
一
切
仕
間
敷
候

　
事一

、
山
方
序
三
ケ
所
材
木
屋
中
江
買
請
侯
諸
材
木
代
銀
老
毎
年
六
月

十
二
月
仕
切
勘
定
可
仕
万
二
ニ
ケ
所
材
木
屋
共
之
内
二
向
後
仕
切

銀
為
相
滞
侯
者
在
之
侯
ハ
ハ
売
主
み
山
方
惣
代
中
江
相
届
右
惣
代

右
其
段
三
ケ
所
杵
木
屋
共
打
寄
仕
切
勘
定
相
立
侯
様
精
六
世
話
い

た
し
売
主
江
損
賦
相
掛
ケ
申
問
敷
侯
事

一
、
山
方
方
三
ケ
所
材
木
屋
方
江
売
渡
侯
筏
直
組
之
上
売
主
序
買
主

江
送
り
状
相
渡
候
後
若
川
筋
洪
水
二
而
右
筏
流
失
致
侯
共
買
主
右

持
合
侯
義
無
之
処
此
度
対
談
之
上
以
来
洪
水
二
而
筏
流
失
い
た
し

候
節
者
売
主
而
已
之
損
賦
二
不
相
成
様
代
銀
之
内
三
歩
通
者
買
主

右
持
合
可
申
事

一
、
三
ケ
所
材
木
屋
冷
是
迄
山
方
商
人
江
仕
入
銀
前
貸
茂
致
来
候
得

共
右
者
都
而
山
方
不
取
締
二
茂
相
成
候
二
付
此
度
対
談
之
上
向
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
（
二
一
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
七
巻
・
第
二
号
）

　
　
前
貸
可
為
無
用
事

こ
の
内
容
の
主
要
点
は
、
Ｈ
嵯
峨
、
桂
両
所
に
山
方
よ
り
「
木

材
預
ヶ
所
」
を
お
き
仲
ヶ
問
に
加
入
し
、
諾
入
用
は
伸
問
同
様

に
出
銀
す
る
。
ｏ
山
方
よ
り
は
三
ヶ
所
仲
問
に
い
か
ほ
ど
で
も

販
売
し
、
寅
残
し
の
分
の
み
を
預
り
所
二
軒
で
仲
問
同
様
の
仕

法
で
販
売
す
る
。
山
方
は
直
売
が
ま
し
い
こ
と
は
し
な
い
。
嘗

三
ヶ
所
仲
問
よ
り
の
木
材
代
銀
は
六
月
、
十
二
月
の
両
度
に
決

済
す
る
が
、
買
主
が
支
払
を
滞
る
と
き
は
、
山
方
惣
代
か
ら
三

ヶ
所
仲
間
と
し
て
仕
切
勘
定
し
、
売
主
に
損
を
か
け
な
い
よ
う

に
す
る
。
働
洪
水
に
よ
る
筏
流
失
は
い
ま
ま
で
売
主
の
損
害
負

担
と
な
っ
て
い
た
が
、
今
後
代
銀
の
う
ち
三
割
は
買
主
が
損
賦

す
る
。
回
山
方
商
人
へ
の
仕
入
銀
前
貸
を
今
後
廃
止
す
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
こ
の
取
極
め
と
同
時
に
三
ケ
所
仲

問
で
は
「
山
方
／
断
二
付
」
以
来
前
貸
を
一
切
致
さ
な
い
こ
と
、

水
上
げ
し
な
い
筏
一
乗
に
つ
き
伸
問
借
財
埋
方
手
当
と
し
て
銀

二
十
五
匁
宛
出
銀
す
る
こ
と
、
山
方
商
人
と
馴
合
い
仲
間
を
と

妾
さ
ず
売
買
一
切
し
な
い
こ
と
、
一
ヶ
所
に
一
人
宛
惣
代
を
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
　
（
二
二
〇
）

く
こ
と
、
そ
し
て
も
し
前
記
に
違
反
す
れ
ば
営
業
停
止
に
す
る

と
い
う
こ
と
を
二
十
六
名
の
連
印
で
「
申
合
」
せ
て
い
る
。

　
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
取
済
書
に
つ
い
て
、
さ
き
に
三
ヶ

所
仲
問
の
丹
州
材
木
独
占
集
荷
に
た
い
し
て
、
山
方
が
そ
れ
を

排
除
し
て
ゆ
く
方
向
が
み
ら
れ
た
と
の
べ
た
が
、
こ
の
安
政
三

年
の
協
約
は
そ
れ
と
く
ら
べ
る
と
ど
う
ち
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
三
ヶ
所
仲
ヶ
問
の
前
貸
に
よ
る
支
配
を
し
り
ぞ
け
て
い
る

こ
と
や
、
流
失
材
の
買
主
（
三
ケ
所
仲
間
）
三
割
負
担
を
獲
得

し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
山
方
の
成
長
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
た
と
え
ば
、
木
材
販
売
法
に
つ
い
て
、
寛
保
二
年

の
と
き
は
総
量
の
半
分
を
山
方
か
ら
直
販
し
う
る
も
の
と
し
て

い
る
の
に
、
こ
の
た
び
の
取
極
め
で
は
逆
に
三
ヶ
所
仲
間
へ
の

売
れ
残
り
分
だ
け
丹
波
預
り
所
で
処
分
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
二
軒
の
預
り
所
が
仲
問
定
法
に
完
全
に
服
す
る
こ
と
規
定

し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
三
ケ
所
で
は
新
た
に
惣
年
寄
を
設

け
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
む
し
ろ
三
ヶ
所
株
伸
問
の
伸
間
内
外

に
対
す
る
統
制
力
が
強
化
さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
。
最
初
に
の

●



べ
た
よ
う
に
再
興
後
の
株
伸
問
が
一
般
に
「
長
き
伝
統
を
諮
る

株
仲
問
の
縄
張
的
特
権
も
昔
日
の
威
力
を
失
い
」
「
名
ば
か
り

の
特
権
と
少
き
利
益
に
重
き
負
担
を
加
え
て
、
そ
の
結
合
を
弛

緩
し
て
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
に
対
し

（
９
）

て
、
こ
の
三
ヶ
所
材
木
仲
問
の
場
合
は
、
再
興
後
も
昔
日
に
お

と
ら
な
い
規
制
力
を
存
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
史
料
の
し
め
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
安
政
四
年
（
一
八

五
七
）
に
お
い
て
、
右
の
山
方
・
三
ヶ
所
仲
問
の
取
極
め
に
１
違

反
し
て
直
売
買
を
お
こ
な
い
詑
状
を
出
し
て
い
る
例
を
列
挙
す

れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
ｃ
Ｄ
　
安
政
四
年
二
月
、
伏
見
の
材
木
屋
茨
木
屋
夘
丘
ハ
衛
が
山

方
に
て
筏
十
乗
を
直
買
し
、
上
山
田
村
百
姓
儀
右
衛
門
が
引
受

け
て
八
乗
を
川
下
げ
し
た
。
そ
こ
で
三
ヶ
所
仲
問
よ
り
出
訴
し

た
の
で
、
奉
行
所
よ
り
「
新
規
之
取
斗
」
と
し
て
「
厳
重
御
叱

り
」
を
蒙
り
、
儀
右
衛
門
よ
り
「
御
断
一
札
」
を
仲
問
に
出
し

た
。　

似
、
安
政
四
年
十
二
月
、
丹
州
桑
田
郡
神
前
村
の
作
右
衛
門
、

　
　
　
幕
末
の
株
仲
間
（
奥
閏
）

良
之
助
お
よ
び
同
郡
北
ノ
庄
村
の
伊
助
の
三
名
が
、
大
坂
京
橋

御
用
木
請
負
人
小
豆
嶋
屋
長
右
衛
門
に
直
売
川
下
げ
し
た
。
仲

問
よ
り
出
訴
、
全
材
木
を
仲
問
で
買
取
り
、
あ
ら
た
め
て
長
右

衛
門
に
売
渡
す
と
い
う
こ
と
で
落
酋
し
、
三
名
よ
り
詑
状
一
札

宛
い
れ
た
。

　
ゆ
　
安
政
四
年
十
二
月
、
三
条
橋
懸
け
直
し
に
つ
き
そ
の
御

用
請
負
人
木
村
屋
長
丘
ハ
衛
が
周
山
村
、
大
野
村
、
下
村
の
三
名

よ
り
用
材
直
買
し
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
右
を
差
留
め
仲
間

で
買
取
り
の
う
え
、
同
値
段
で
同
人
に
売
り
渡
す
と
い
う
こ
と

で
結
末
を
み
た
。

　
ゆ
、
安
政
四
年
十
二
月
、
京
材
木
屋
伸
問
の
年
寄
丹
後
屋
長

四
郎
が
山
国
大
野
村
の
藤
右
衛
門
よ
り
木
材
を
直
買
し
、
筏
に

御
所
御
用
材
な
る
絵
符
を
つ
け
て
流
し
郡
村
に
浜
上
げ
し
た
。

そ
こ
で
三
ヶ
所
仲
問
よ
り
出
訴
し
た
の
で
、
長
四
郎
、
藤
右
衛

門
の
両
名
な
ら
び
に
郡
村
の
庄
屋
新
右
衛
門
、
年
寄
治
右
衛
門

は
西
御
役
所
に
召
出
さ
れ
、
お
叱
り
を
蒙
り
そ
れ
ぞ
れ
仲
問
に

詑
一
札
を
い
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
　
　
（
二
二
一
）
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こ
れ
ら
の
例
は
、
株
仲
問
再
興
後
の
安
政
末
年
に
お
い
て
も

丹
州
木
材
へ
の
三
ケ
所
材
木
伸
問
の
支
配
権
が
相
当
強
く
維
持

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
る
が
、
京
町
奉
行
所
は
「
丹
州
山
方

材
木
之
義
者
三
ケ
所
材
木
屋
仲
ケ
問
之
外
山
方
之
者
〆
直
売
等

難
相
成
」
と
し
て
、
仲
ケ
問
の
権
益
を
最
後
ま
で
徹
底
的
に
擁

護
し
た
。
そ
こ
で
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
五
月
、
京
材
木
屋

仲
ケ
問
の
年
寄
、
勘
定
役
よ
り
三
ケ
所
材
木
屋
仲
間
お
よ
び
丹

州
山
方
の
者
を
相
手
取
っ
て
、
山
方
よ
り
買
っ
た
材
オ
を
嵯
蛾

材
木
屋
伸
問
が
運
送
差
留
め
た
と
出
訴
し
た
と
き
に
も
、
願
方

（
京
材
木
屋
仲
間
）
の
申
立
は
享
保
年
問
に
遡
っ
て
も
、
ま
た

元
文
二
年
北
野
境
内
板
屋
三
郎
右
衛
門
が
丹
波
山
国
小
塩
村
よ

り
材
木
直
買
し
た
と
き
に
「
惣
而
京
都
之
材
木
屋
之
義
丹
州
よ

り
材
木
直
買
不
致
筈
二
侯
処
掠
公
儀
侯
い
た
し
方
」
は
法
に
背

く
不
届
の
仕
形
と
し
て
答
申
付
け
ら
れ
た
事
実
、
あ
る
い
は
寛

保
度
の
山
方
と
三
ケ
所
材
木
仲
問
の
和
済
書
（
こ
れ
に
つ
い
て

は
さ
き
に
の
べ
た
）
が
京
都
材
木
屋
共
に
抱
り
な
い
こ
と
で
あ

る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
京
材
木
屋
仲
問
の
申
立
を
脚
下
し
、
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
　
　
（
二
二
二
）

来
直
売
買
は
致
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
裁
許
を
下
し
て
い
る
。

　
以
上
で
こ
の
史
料
の
紹
介
を
お
わ
る
が
、
こ
れ
ら
か
ら
知
ら

れ
る
こ
と
は
嘉
永
の
株
伸
問
再
興
後
も
幕
末
に
い
た
る
ま
で
、

こ
の
三
ケ
所
材
木
屋
伸
間
の
丹
州
山
方
木
材
に
対
す
る
独
占
支

配
権
は
幕
府
権
力
（
京
町
奉
行
所
）
と
結
び
つ
い
て
い
て
、
実

質
的
に
も
き
わ
め
て
強
固
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
大
阪
市
史
に
よ
れ
ば
、
再
興
後
大
阪
で
は
、
た
と
え
ば
「
七

組
材
木
問
屋
仲
買
伸
問
」
は
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
仲
問
規

定
書
を
つ
く
り
、
直
買
直
売
を
禁
止
し
て
い
る
し
、
あ
る
い
は

綿
屋
仲
間
な
ど
も
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
三
月
の
仲
ヶ
問
規
定

で
「
綿
屋
伸
間
以
外
に
て
在
六
に
人
を
派
し
百
姓
綿
を
直
買
し
、

綿
商
人
を
抱
入
れ
諾
国
の
買
客
に
案
内
す
る
を
禁
じ
、
自
分
綿

を
取
扱
う
者
は
縦
令
余
商
売
を
兼
ね
る
者
な
り
と
も
綿
屋
仲
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

に
加
入
し
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
株
伸
間
の
再
興
後
、

大
阪
の
諸
株
は
復
活
さ
れ
か
つ
仲
問
定
法
そ
の
他
の
旧
来
の
姿



を
維
持
す
る
ご
と
き
規
定
を
も
う
げ
て
い
る
ひ
そ
の
点
で
は
、

こ
こ
に
紹
介
し
た
三
ケ
所
材
木
仲
問
の
再
興
後
の
状
況
は
か
な

ら
ず
し
も
特
別
な
も
の
で
は
な
い
と
お
も
う
が
、
再
興
後
の
状

態
を
具
体
的
に
し
め
さ
れ
る
こ
と
は
多
く
な
い
の
で
一
応
紹
介

す
る
こ
と
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
最
初
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
さ
い
き
ん
の
幕
末
に
お
け
る
株

仲
問
の
解
放
・
再
興
の
間
題
は
す
ぐ
れ
て
政
治
史
的
な
観
点
よ

り
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
一
つ
の
分
析
の

方
法
で
あ
る
と
お
も
う
が
、
そ
う
し
た
こ
と
が
い
わ
れ
る
た
め

に
は
、
解
放
、
再
興
に
あ
た
っ
て
の
具
体
的
な
経
済
過
程
が
は

っ
き
り
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
解
放
な
い
し
再
興
を

必
然
と
し
た
経
済
状
況
が
分
析
さ
れ
、
そ
れ
が
政
治
遇
程
と
ど

の
よ
う
に
結
び
あ
わ
さ
れ
て
い
る
か
が
明
確
に
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
株
仲
問
解
放
を
幕
府
の
物
価
政
策
と
し
て
み
る
考
え
方

も
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
は
単
に
政
策
史
と
し
て
み
る
の
で
は

な
く
、
経
済
遇
程
、
政
治
遇
程
と
統
一
し
て
み
て
ゆ
か
ね
ば
な

ら
ぬ
。
ま
た
そ
の
た
め
に
は
特
定
の
株
仲
問
に
お
い
て
そ
れ
ら

　
　
　
幕
末
の
株
仲
間
（
奥
田
）

が
ど
ｏ
よ
う
に
展
尉
し
て
い
る
か
分
析
し
て
ゆ
く
こ
と
ガ
今
後

肝
要
で
あ
る
と
思
う
。

　
右
の
よ
う
な
立
場
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
三
ヶ
所
材
木
間
屋
の

ば
あ
い
で
も
、
そ
の
資
本
の
構
造
、
製
材
と
の
結
合
状
況
、
「
山

方
」
と
い
わ
れ
て
い
る
在
地
資
本
や
さ
ら
に
山
林
所
有
と
の
関

連
、
ま
た
三
ケ
所
仲
間
と
京
都
材
木
屋
そ
の
他
各
地
と
の
流
通

機
構
と
木
材
価
格
の
間
題
、
さ
ら
に
領
主
権
力
と
の
結
び
つ
き

な
ど
が
、
こ
の
株
伸
問
の
解
放
・
再
興
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う

に
展
開
し
て
い
っ
た
か
が
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
お

も
う
が
、
そ
う
し
た
史
料
は
欠
い
て
い
る
の
で
こ
」
で
は
の
べ

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
資
本
の
支
配
系
統
か
ら
い
え
ば
、
三
ヶ
所
材
木
仲

問
↓
在
方
株
仲
間
（
山
方
商
人
）
↓
山
林
所
有
者
（
村
方
）
と

い
う
系
統
が
推
定
せ
ら
れ
る
。
さ
き
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、

三
ヶ
所
仲
問
は
山
方
に
前
貸
を
お
こ
な
っ
て
支
配
し
て
い
た
が
、

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
三
ケ
所
、
山
方
の
取
替
書
で
、
山
方

か
ら
こ
の
前
貸
を
排
除
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
在
方
資
本
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
　
　
（
二
二
三
）
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成
長
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
在
方
資
本
の
在
り
方
は
わ
か
ら

な
い
の
で
、
解
放
・
再
興
を
は
さ
ん
だ
時
期
の
両
者
の
関
係
は

具
体
的
に
は
全
く
つ
か
め
な
い
。
も
と
も
と
、
山
国
村
黒
田
村

な
ど
を
中
心
と
す
る
丹
波
国
桑
田
・
船
井
郡
地
方
五
十
二
ヶ
村

は
「
御
杣
御
料
地
」
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
中
世
い

ら
い
京
都
へ
の
木
材
供
給
地
と
し
て
知
ら
れ
、
享
保
年
問
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

人
工
植
林
さ
え
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
在
地
の
資
本
の

成
長
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
要
因
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
は
、
た

と
え
ば
幕
末
で
は
禁
裡
御
料
、
天
領
、
旗
本
領
、
二
条
家
領
、

園
部
、
篠
山
藩
領
な
ど
支
配
関
係
が
入
り
く
み
、
そ
の
問
亀
岡

盆
地
を
ぬ
っ
て
保
津
川
に
筏
を
流
下
さ
す
の
で
、
途
中
の
村
六

で
用
水
井
堰
に
さ
し
障
る
と
し
て
筏
流
を
差
留
め
ら
れ
た
り
、

あ
る
い
は
紛
失
木
等
多
く
、
多
大
の
損
害
を
う
け
ざ
る
を
え
な

　
（
１
２
）

か
っ
た
。
筏
運
上
に
つ
い
て
は
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
の
文

書
に
よ
れ
ば
「
大
井
川
之
儀
同
国
川
筋
亀
山
に
て
御
公
儀
へ
二

十
分
一
運
上
木
差
上
筏
運
行
」
し
て
い
た
が
、
そ
の
他
に
も
筏

の
上
に
の
せ
て
売
出
す
薪
把
物
な
ど
に
は
川
末
の
村
六
が
勝
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
　
（
二
二
四
）

に
運
上
を
と
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
宇
津
郷
七
ヶ
村
に
対
し
川

末
の
世
木
村
等
四
十
五
村
が
享
保
年
中
よ
り
「
把
物
組
」
を
つ

く
り
、
筏
一
乗
に
上
荷
薪
六
十
束
と
き
め
百
束
に
銀
一
匁
五
分

を
と
り
、
年
問
三
万
八
千
束
を
出
さ
し
め
な
い
し
し
た
。
天
保

株
解
放
に
よ
り
七
ヶ
村
は
自
由
勝
手
に
積
み
下
せ
る
も
の
と
考

え
た
が
、
四
十
五
村
の
う
ち
三
十
六
ケ
村
は
七
ケ
村
よ
り
銀
三

貫
目
を
差
出
す
こ
と
に
よ
り
自
由
勝
手
の
積
下
し
を
承
認
し
た

が
、
他
領
九
ヶ
村
は
き
か
な
い
の
で
「
何
卒
相
手
村
同
様
薪
把

物
材
木
迄
勝
手
積
二
嵯
峨
梅
津
桂
其
外
諾
国
へ
売
買
仕
侯
」
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

う
に
と
相
手
九
ケ
村
を
訴
え
出
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
直

接
的
に
は
、
い
い
う
る
も
の
で
は
な
い
が
、
在
地
の
材
木
商
人

資
本
の
成
長
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
き
の
前
貸
排
除
に
み
ら
れ
る
山
方
の
成
長
に
も
限
度
が
あ
っ

た
と
お
も
わ
れ
る
。

　
ま
た
ご
く
常
識
的
に
考
え
て
材
木
と
い
う
商
品
の
性
質
上
、

他
の
農
民
的
商
品
生
産
者
あ
る
い
は
そ
れ
と
結
合
す
る
在
郷
商

人
と
は
ち
が
っ
て
、
山
方
材
木
商
人
は
自
由
な
発
展
を
た
ど
る



こ
と
が
む
つ
か
し
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、

山
方
よ
り
の
木
材
の
輸
送
は
保
津
川
の
筏
に
よ
る
の
み
で
あ
っ

て
、
そ
の
川
筋
に
立
地
す
る
嵯
峨
・
梅
津
・
桂
三
ヶ
所
仲
問
と

し
て
は
全
商
品
を
集
荷
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
り
抜
売
抜
買
を

防
止
す
る
こ
と
が
で
き
ゃ
す
か
っ
た
こ
と
も
、
山
方
が
前
期
的

間
屋
資
本
の
支
配
下
に
お
か
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
要
因
と
も

な
る
と
い
え
る
。

　
こ
の
史
料
で
は
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
以
降
の
三
ヶ
所
材
木

仲
問
の
状
況
は
わ
か
ら
な
い
。
明
治
は
じ
め
の
ギ
ル
ド
の
廃
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

に
よ
っ
て
ど
う
な
っ
た
か
。
山
方
の
直
販
所
は
の
ち
に
嵯
峨
木

材
株
式
会
杜
に
－
発
展
し
、
三
ヶ
所
仲
問
は
葛
野
郡
材
木
商
組
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

に
た
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
注
）

（
１
）
　
宮
本
又
次
氏
「
目
本
商
業
史
概
説
」
、
奈
良
本
辰
也
氏
「
目

　
本
経
済
史
」

（
２
）
　
津
田
秀
夫
氏
「
幕
藩
体
制
の
本
質
と
そ
の
変
質
過
程
に
つ
い

　
て
」
（
「
時
代
区
分
上
の
理
論
的
諸
間
題
」
所
収
）

（
３
）
　
宮
本
又
次
氏
「
株
仲
間
の
研
究
」

　
　
幕
末
の
株
伸
間
（
奥
田
）

（
４
）
　
「
京
都
府
誌
」
上
（
大
正
四
年
刊
）
六
八
九
頁

（
５
）
　
右
書
　
六
八
九
頁

（
６
）
　
右
書
　
六
八
九
頁

（
７
）
　
右
書
　
六
八
九
頁

（
８
）
　
文
化
十
二
年
の
文
書
に
よ
れ
ぱ
、
あ
る
筏
一
乗
は
杉
一
問
半

　
三
十
本
、
同
二
問
七
十
三
本
、
同
二
間
半
百
九
十
本
、
同
三
間
半

　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
六
十
二
本
、
同
六
板
四
十
本
と
な
つ
て
い
る
。

（
９
）
　
宮
本
又
次
氏
「
目
本
商
業
史
概
論
」
二
八
二
頁

（
１
０
）
　
「
大
阪
市
史
」
第
一
巻
一
一
〇
七
頁

（
ｕ
）
　
コ
尺
都
府
北
桑
田
郡
誌
」
一
八
○
頁

（
１
２
）
　
右
書
　
一
九
四
～
一
九
六
頁

（
１
３
）
　
右
書
　
一
九
五
～
一
九
六
頁
。
な
お
魚
澄
惣
五
郎
氏
「
丹
波

　
保
津
川
の
樗
筏
の
沿
革
」
（
「
歴
史
と
地
理
」
一
四
の
　
、
大
正
十

　
三
年
参
照
）

（
１
４
）
　
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
　
宮
本
又
次
氏
　
「
日
本
ギ
ル
ド
の
解

　
放
」
参
照

（
１
５
）
　
「
京
都
府
誌
」
上
六
八
九
頁一

〇
七
　
　
（
二
二
五
）




